
放課後子ども教室の利用制限の解除について

市内の新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、５月２９日（日曜日）までとしていた放
課後子ども教室（全５地区）の『利用制限』を下記のとおり解除します。

記

１ 放課後子ども教室の利用制限の解除について

利用制限解除日 令和４年５月３０日（月曜日）

その他 放課後子ども教室は、乾側、小山、上庄、富田、阪谷の全５地区で開催。

これまでの制限内容

利用制限期間 ２月１６日（月曜日）から５月２９日（日曜日）まで

制限内容 両親や家族の仕事などの都合で、どうしても利用が必要な児童のみに制限
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